
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
十
八
号
）

1
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○
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
小
規
模
事
業
者
の
範
囲
）

第
一
条

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す

（
新
設
）

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
業
種
及
び
そ
の
業
種
ご
と
の
従
業
員
の
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

宿
泊
業

二
十
人

二

娯
楽
業

二
十
人

（
経
営
改
善
普
及
事
業
等
に
係
る
国
の
補
助
）

（
経
営
改
善
普
及
事
業
等
に
係
る
国
の
補
助
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
改
善
普
及
事
業
（
以
下
単
に

第
一
条

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す

「
経
営
改
善
普
及
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
国
の
補
助
は
、
次
に
掲
げ

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
改

る
要
件
に
適
合
す
る
経
営
改
善
普
及
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち

善
普
及
事
業
（
以
下
単
に
「
経
営
改
善
普
及
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る

第
三
号
に
規
定
す
る
者
の
設
置
に
要
す
る
経
費
以
外
の
経
費
で
あ
っ
て
経

国
の
補
助
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
経
営
改
善
普
及
事
業
の
実

済
産
業
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
補
助
す
る
場
合
に

施
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
第
三
号
に
規
定
す
る
者
の
設
置
に
要
す
る
経
費

、
そ
の
補
助
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

以
外
の
経
費
で
あ
っ
て
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
都
道

府
県
が
補
助
す
る
場
合
に
、
そ
の
補
助
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
三
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）


